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NACSの概要
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◆名称 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
（通称 NACS）

◆「消費者利益と企業活動の調和を図り、社会に貢献する」ことを目的に1988年に
設立、2011年より公益法人に。

◆ 「消費生活アドバイザー」、「消費生活コンサルタント」、「消費生活相談員」の
消費生活関連資格保有者で構成される、消費生活に関するわが国最大の専門家
団体。現在、会員約2,000名が全国7支部で活動中。

◆活動の3本の柱
「消費者相談」、 「消費者啓発」 、 「行政・企業・消費者団体との連携」
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カスハラ防止に向けたNACSの活動
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1．事業者への支援

・講師派遣 カスハラ対応研修、クレーム対応研修

・オンデマンド講座配信

・マニュアル作成のお手伝い

2．消費者への啓発

・講師派遣 消費者向けセミナー

・「企業への伝え方」

3．情報発信
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ヒアリング事項（1）①
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（1）カスタマーハラスメント防止措置に関する指針の策定に当たって、留意すべき事項について
①指針で
・顧客から正当な申入れを行うことは直ちにカスタマーハラスメントには当たらない旨、
・消費者法制により定められている消費者の権利等に留意する必要があること
を示すことについて

◆指針に示していただきたい。

◆消費者の権利と事業者の責務

・苦情・クレームや意見を事業者に申し出るのは消費者の権利。

・事業者はその声を商品・サービス・経営に活かすことが求められる。

◆ほとんどの消費者は善良な消費者であり、ほとんどの苦情・クレームは正当な内容

・苦情・クレーム ＝ カスハラ とならないように。
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ヒアリング事項（1）②
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（1）カスタマーハラスメント防止措置に関する指針の策定に当たって、留意すべき事項について
②上記のほか、事業主が雇用管理上の措置を講ずる際に留意することが望ましいと考えられる事項に
ついて

◆事業者は、現場の実態を把握し、雇用管理上の措置のみではなく、カスハラ対策全般の策定

と社内への周知をすることが必要

・定義、対応方針、体制整備、マニュアル作成、研修、メンタルケア 等

・その前提として

 「カスハラ」と「正当な苦情・クレーム」の違いの明確化

消費者からの正常なお申し出にきちんと対応できる体制づくり、対応スキル向上

◆従業員の安全・尊厳を守る体制と、消費者の声をしっかり聴き活かすことの両立

・消費者が事業者に意見を言いにくくならないように留意

◆カスハラ対応ついて相談した従業員にとって不利益にならないように、従業員が安心して相談で

きるように、申し出しやすい環境づくりが大切
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ヒアリング事項（2）①
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（2）指針策定後の周知に当たって、留意すべき事項について
①事業主や労働者が理解しておくとよいトラブル防止のための工夫につい て

◆「カスハラ」と「正当な苦情・クレーム」の違いの明確化

◆消費者からの正当な苦情・クレーム等の申し出に対し、事業者はしっかりと対応できる体制

づくり、対応スキルの向上などを進めることが大切

◆消費者の中には、認知症や障がいのある人など合理的な配慮が必要な人も存在することに

注意

◆事業主にとって、カスハラはお客様対応の問題だけではなく、経営問題・労務問題である

という認識をもっていただく
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ヒアリング事項（2）②
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（2）指針策定後の周知に当たって、留意すべき事項について
②周知の際に活用すべき具体的な事例について

（株式会社エス・ピー・ネットワーク 2025年7月「カスタマーハラスメント実態調査」より引用
調査対象：企業でクレーム対応を行った経験のある会社員1,030人
https://www.sp-network.co.jp/column-report/column/spneye/candr20122.html ）

◆事業者における従業員へのサポート施策・体制の具体的事例

・社内相談窓口、外部メンタルカウンセラー、定期的面談、二次対応体制 等

◆カスハラが原因と労災認定された実例

◆不当要求やカスハラによる影響を調査した下記のようなデータ
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消費者と事業者の共創に向けて

安全・安心な消費社会
消費者市民社会

事業者消費者

双方向コミュニケーション

・消費者の声を商品、サービス、
経営に活かす

・適切な情報提供・開示

・消費行動により社会を変える

・事業者に適切に意見を伝える 共創
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◆カスタマーハラスメントの言葉がひとり歩きして、消費者がクレームを言い

にくくなること、企業担当者が対応努力を怠ることは避けたい。

◆消費者と企業がお互いに尊重し合い、協働・共創して安全・安心な

消費社会、消費者市民社会を創っていきたい

最後に
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ありがとうございました
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